
第３１号議案 

令和５年度加東市一般会計補正予算（第１号） 

 令和５年度加東市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１９３，７７３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，５９３，７７３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  令和５年４月２６日提出 

加東市長 岩 根  正 





（変更）  （単位  千円）

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　項

補　　正   前 補　　正   後

期　　　間 限　度　額 期　　　間 限　度　額

滝野地域小中一貫校整
備事業（基本設計・実
施設計業務）

令和６年度まで 256,300 令和６年度まで 242,000

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般会計-3-



令和５年度 

加東市一般会計補正予算（第１号）説明書 















令和５年度

加東市一般会計補正予算（第１号）補足説明書
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1　主な歳出補正予算の概要 （単位  千円）

P6～7 生活困窮者自立支援事業 2,500 2,500

補正額事業名

0

コロナ禍における物価高騰等に直面する生活困窮
者の支援に取り組むＮＰＯ法人等の団体に対し、1
団体当たり最大50万円の補助金を交付します。

財源：県支出金【新型コロナウイルス感染症セー
フティネット強化事業補助金】2,500千円（補助
率：10/10）

一般財源その他地方債

　歳出予算では、ＮＰＯ法人等に対する生活困窮者自立支援機能強化事業補助金や、住民税均等割非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格

　令和５年度加東市一般会計補正予算（第１号）は、国において３月２８日に令和４年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高

騰対策予備費の使用が閣議決定されたことを受け、低所得の子育て世帯及び住民税均等割非課税世帯等に対する給付金を支給するための事業費など

　補正予算の規模は、１９３，７７３千円の増額とし、一般会計の総額を２６，５９３，７７３千円といたします。

円の増額補正といたします。

　歳入予算では、新たに創設された低所得者世帯支援枠を活用し、住民税均等割非課税世帯等に給付金を支給するための新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金の追加や、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に係る交付金の追加などで国庫支出金を１９１，２７３千円、ＮＰＯ法

人等の支援に係る新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金の追加で県支出金を２，５００千円増額し、合計で１９３，７７３千

を計上する補正予算を編成いたしました。

国県支出金
補正概要

補正額の財源内訳

高騰緊急支援給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の追加などで民生費を１８２，６０８千円、新型コロナウイルス

ワクチン個別接種を規定数以上実施した医療機関に対する報償費の追加などで衛生費を１１，１６５千円、滝野地域小中一貫校建設予定地内の雨水

合計で１９３，７７３千円の増額補正といたします。

幹線の付替工事に伴う下水道事業会計補助金の増で土木費を９，３５０千円増額する一方、歳入歳出額調整のため予備費を９，３５０千円減額し、

事項別
明細書
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補正額事業名
一般財源その他地方債国県支出金

補正概要
補正額の財源内訳事項別

明細書

0

新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進す
るため、週100回以上の個別接種を指定する2か月
間で4週以上実施した医療機関に対する報償費のほ
か、ワクチン追加接種実施に伴うシステム改修委
託料を追加します。

財源：国庫支出金【新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業補助金】9,460千円（補助率：
10/10）

P6～7
新型コロナウイルスワクチン接
種事業

9,460 9,460

0

＜国予備費使用関連＞
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金（低所得者世帯支援枠）を活用し、住民税均等
割が非課税である世帯等に対し、1世帯当たり3万
円の現金を支給します。＜資料No.1＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金（電力・ガス・食料品等価
格高騰重点支援地方交付金・低所得者世帯支援
枠）】124,618千円

P6～7
子育て世帯生活支援特別給付金
給付事業

55,490 55,490 0

＜国予備費使用関連＞
児童扶養手当受給者等のひとり親世帯や、住民税
均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人当
たり5万円の現金を支給します。＜資料No.2＞

財源：国庫支出金【子育て世帯生活支援特別給付
金給付事業事業費交付金】53,000千円（補助率：
10/10）、【子育て世帯生活支援特別給付金給付事
業事務費交付金】2,490千円（補助率：10/10）

P6～7

住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金給付事業
＜電力・ガス・食料品等価格高
騰緊急支援給付金給付事業＞

124,618 124,618
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２　債務負担行為の概要

（変更） （単位  千円）

建設予定地内を通る雨水幹線の付替工事に係る実施設計分
を含めて債務負担行為を設定しましたが、近い将来、老朽
化に伴う雨水幹線の更新工事が必要となること、安全性及
び水路管理の効率を考慮し、下水道事業会計において付替
工事を行うこととし、債務負担行為の限度額を減額しま
す。

期　間 限度額
事　　項

変　更　前 変　更　後
変　　更　　理　　由

期　間 限度額

滝野地域小中一貫校整備事業
（基本設計・実施設計業務）

令和６年度まで 256,300 令和６年度まで 242,000
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住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

支給対象と送付書類

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（１世帯あたり３万
円）は、住民税均等割非課税世帯や令和５年１月から９月までに家計
急変のあった世帯を支援するための、加東市の新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。

１世帯あたり３万円 市が確認書を受理した日から３週間
後が目安です。

給付金の支給額 給付金の支給時期

加東市 電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（３万円/1世帯）のご案内

受給には手続きが必要です

対象者 令和５年６月30日時点で加東市に住民登録があり、
世帯全員の令和５年度「住民税均等割が非課税」の世帯

送付内容 案内文・確認書・返信用封筒

1. 対象となる世帯に、給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付しま
す。（７月中に発送予定）

2. 中身を確認して、内容に誤りがなければ、必要事項を記入し、加東市
役所に確認書を期限内に返信してください。
【確認事項】
・記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか。
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告ではないこと。

お名前

確認書の返信期限は令和5年10月31日（火）です 
※期限を過ぎた場合は給付できません。

広報案
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資料No.1
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＜厚生労働省資料＞ 資料No.2



第３１号議案 説明資料（追加） 

生活困窮者自立支援事業 

（事業の概要） 

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により生活に困窮する者への支援体制の強

化に向けて、支援に取り組むＮＰＯ法人や社会福祉法人等の団体に対し、１団体あたり５０

万円の範囲内で活動経費を支援する。 

（支援対象となる団体の要件） 

・地域の自立相談支援機関と連携が図られていること。（今後連携を予定している場合を

含む。） 

・令和４年度に補助を受けた団体は、いずれかに該当すると認められる必要があること。 

① 支援ニーズの増加傾向が続いている。 

② 支援対象エリアを拡大しているなど、事業を拡大している。 

・食料や日常生活用品等の物資支援を行う団体だけでなく、相談支援をはじめ、就労や住

まい、居場所づくりなどの支援に独自に取り組む団体も対象となる。 

（財源） 

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金（民生費県補助金） 

補助割合１０／１０  


